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これは、山田正彦氏、印鑰智哉氏、鈴木宣弘氏らが書かれたものや、「日本の種子（たね）

を守る会」のパンフレット、ネット検索等から調べたものです。 

〈作成：コトショク（子どものために食の安全を考える会・埼玉）、奥山〉 

 

 １．国内の法律、自治体条例  
種子生産の公的支援がなくなり… 

種子（しゅし）法（主要農作物種子法） 1952 年成立 2018 年 4 月に廃止 

  コメ、大豆、麦などの主要作物の種子を安定供給するために、都道府県に種子の生産・

普及を義務付けた法律。廃止により、民間企業の利益優先が懸念される。 

  

種子条例  種子法廃止以降、各道府県で、公共の種子を守るために作られた条例。 

2020 年 6月 30 日現在、埼玉県を含む 21 道県が制定済。働きかけ中の県も多い。 

 
民間がその公共の種子をもらい… 
農業競争力強化支援法  2017 年制定  民間事業者の力も生かした種子の供給体制

を構築し、多様な需要に応じた種子が供給される環境を整備するための法律（農水省）  

第８条４項には、国や地方自治体が開発してきた種苗の知見を、民間事業者に渡すことが書

かれている。（民間には、海外企業も含まれる） 
 
民間の権利を強化する。 

種苗（しゅびょう）法 1978 年成立 改定案は 2020 年次国会へ持ち越し 

  タネや苗の流通ルールと育成家の権利を守る法律  

  改正案では、農家による自家増殖には、育成者権者の許諾が必要とされている。 

 

 

 ２．農業と種子に関する国際条約等  
UPOV（ユポフ）条約 （植物の新品種の保護に関する国際条約） 91 年法  

Union Internationale pour la Protection des Obtentions Vegetales 

91 年法は 78 年法より育成者権が強化された。日本は 1998 年に批准。 

91 年法の締約国は日本を含む 56 か国のみ（2019.3 現在） 

 

食料農業植物遺伝資源条約  （ITPGR） 
（食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約） 

  International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

  日本は 2013 年に加入 締約国（機関）は 144（2019.3 現在） 

 

生物多様性条約（生物の多様性に関する条約）Convention on Biological Diversity：CBD 
種、遺伝子、生態系の 3 つのレベルで生物多様性保全を目指す国際条約。1992 年採択 

日本は 1993 年に締結。アメリカを除く 196 か国が加盟（2019.3 現在）  
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カルタヘナ議定書 （生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関する議定書） 
Cartagena Protocol on Biosafety 2003 年締結 カルタヘナはコロンビアの都市 

カルタヘナ法 （「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関

する法律」の通称）。日本は 2004 年 2 月に施行。2018 年 3 月改正施行 
                                   

国連「家族農業の 10 年」 UN Decade of Family Farming：UNDFF 

日本を含む 104 か国の支持を得て、2017 年 12 月の国連総会で可決。 

  2019～2028 年を「家族農業の 10 年」として、国連加盟各国が SDGs に貢献できる

環境作りを目指す。大規模企業的農業から小規模なアグロエコロジー的農業への転換。 

 

小農の権利宣言 （小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言）2018 年国連採択 

  開発途上国を中心とした 121 か国が賛成、米、英、豪などが反対、日本は棄権した。 

                     

 

 ３．貿易に関する国際機関・協定等  

WTO （世界貿易機関） World Trade Organization 

 

FAO （国連食糧農業機関） 

Food and Agriculture Organaization (of the United Nations) 

 

関税の FTA、より幅広い EPA 

FTA  (自由貿易協定)  Free Trade Agreement 

   日米 FTA 2020 年 1 月 1 日発行 

 

EPA  (経済連携協定)  Economic Partnership Agreement 

日欧 EPA 2019 年 2 月発効 

                

4 つの地域間交渉 

TPP  (環太平洋パートナーシップ協定 )  Trans-Pacific Partnership Agreement  

TPP11 2017 年にアメリカは離脱し、現在締約国は以下の 11 か国 

カナダ、メキシコ、ペルー、チリ、オーストラリア、ニュージーランド、 

シンガポール、マレーシア、ベトナム、ブルネイ、日本 

 

TTIP  （環大西洋貿易投資連携協定） 

  Transatlantic Trade and Investment Partnership 

 

RCEP  （東アジア地域包括的経済連携） 

Regional Comprehensive Economic Partnership （アールセップ） 

 

FTAAP （アジア太平洋自由貿易圏） 

Free Trade Area of the Asia-Pacific （エフタープ） 
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 ４．遺伝子操作  
遺伝子組み換え (GM) Genetical Modification    ある生物の遺伝子を取り出し、 

別の生物に導入して働かせ、自然界では決して誕生しない新しい生物を作り出す技術 

遺伝子組み換え作物 (GMO) Genetically Modified Organism ) 

 

ゲノム編集  Genome Editing   特定の遺伝子の働きを壊す（切り取る）技術  

 

                  

 ５．農産物とタネ  
農産物を二つの品種に分けると、 

登録品種  種苗法に基づき種苗登録した品種 

  開発した品種を登録するためには、区別性、均一性、安定性が必用とされる。 

 

一般品種  在来種、伝統品種、登録切れの品種 

                 

種の種類を大きく二つに分けると、 

固定種  自家採取などにより植物の持つ形質が受け継がれたもの。固定された地域の 

気候や風土に適応している。形や味などは多様性（不揃い）を有する。 

 

F1（エフワン）品種 Filial 1 hybrid （一代雑種） 

異なる優良な形質をもった親をかけ合わせて作る、一代限りの交配種。第一代目は発芽

や成育期間が揃うので、大量生産が可能だが、F１品種からは同じ形質の種はとれない。 

雄性不稔（おしべの機能がない）株は、F1 育種の中心技術になっている。 

 

自家採種、自家増殖    収穫したものから種や苗を選び、次期作の種苗に用いること 

               

育成者権者  種苗法によって保護される育成者の権利をもつ者 

  育成者権の続く期間は２５年（果樹などの永年性植物は３０年）と定められている。 

 

ジーンバンク Genebank  各地の伝統的在来種を守るためのシステム  gene：遺伝子 

 

許諾契約  育成者権の及ぶ登録品種を他人が利用（販売）する場合に育成者権者と結ぶ

契約。専用利用権と通常利用権がある。 

                 

 

 ６．グローバル・アグリ・バイオ企業、化学物質  
グローバル（global；世界的な）＋アグリ（agriculture：農業）＋バイオ（biotechnology：

生物工学） もとは化学物質を作っていた企業が、戦後、農薬の製造で農業分野に進出した。 

 

世界の種子市場の主な企業 
バイエル、モンサント（バイエルに買収された）、ダウ・デュポン（ダウケミカルと 

デュポンが合併）、シンジェンタ（中国化工集団に買収された）、BASF 
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ラウンドアップ  モンサントの除草剤 日本では「毒性は高くない」として広く普及 

 

グリホサート 有害化学物質 ラウンドアップの主成分 発がん性があるとされる 

 

ネオニコチノイド クロロニコチル系殺虫剤の総称 ミツバチ大量失踪の一因とされる 

        
 

 ７．世界の潮流  
新自由主義 政府の規制を緩和・撤廃して、民間の自由な活力に任せ成長を促そうとする

経済政策 1980 年代から世界を覆う。 

 

グローバリゼーション、グローバル化 
政治・経済・文化などが国境を越えて地球規模で拡大すること 

 

MDGs（エムディージーズ） ミレニアム開発目標：Millennium Development Goals 

   2000 年 9 月、国連ミレニアムサミットで採択。2015 年までに達成すべき 8 つの目標 

 

SDGs（エスディージーズ） 持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals   

2015 年 9 月の国連サミットで採択。MDGs に代わり、2016 年～2030 年の間の、

国際社会共通の目標。（貧困、ジェンダー、平和など 17 の目標と 169 のターゲット） 

 

アグロエコロジー Agro（農業の）＋ Ecology（生態学） 

  生態系の原則を農業に適用したもの。科学であり、農業実践であり、社会運動でもある。   

 

バイオパイラシー  biopairacy 生物資源の盗賊行為 

 

スローフード運動  ファースト（fast food）食の画一化に対する危機感を背景に、 

食材選び、調理法、食べ方について本来の自然な姿に立ち戻ろうという運動 

 

 

 ８．団体、組織など  
＊全日農  全日本農民組合連合会 

＊農民連  農民運動全国連合会 

＊日本の種子（たね）を守る会  アドバイザー：印鑰（いんやく）智哉さん 

＊食べものを変えたいママプロジェクト 提唱者：ゼン・ハニーカットさん 

Moms Across America → Moms Across Japan もできた 

＊食の安全を考える議員連盟 

＊NPO 法人日本有機農業研究会 

＊NPO 法人メダカのがっこう 

＊さきたま有機人                 
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